
お 知 ら せ 
廃農薬の共同回収を下記の通り行います。 

 

記 

 

１  回収日     令和８年３月２４日（火） 

     午前９時～１２時まで 

 

２  回収場所    鹿児島きもつき農業協同組合 横山野菜集荷場 計量器側 

           住所（鹿屋市横山町１６９１－１） 

 

３  回収品目    一般農薬（粉剤・粒剤・水和剤・乳剤） 

           特殊農薬（硫酸銅・硫酸亜鉛・塩素酸塩） 

           土壌消毒剤（ピクリン・テロン・ＤＤ） 

            

４  処理料金（税込） 

種類 単価／Ｋｇ 品 目 

一般農薬 ６００円 粉剤・粒剤・水和剤・乳剤 

特殊農薬 
６００円 硫酸銅・硫酸亜鉛・塩素酸塩 

１，６００円 土壌消毒剤（ピクリン・テロン・ＤＤ） 

 

●処理料金は、運搬費等により直接業者に持ち込むより高くなります。 

●農薬の処理料金は、箱及び容器を含めた重さとなります。 

●粉剤・粒剤などは混合せず、分別して持ち込んで下さい。 

●容器に入っているものは、そのままの状態で持ち込んで下さい。 

●毒物表示のあるもの（グラモキソン液剤・クロルピクリン・有機水銀剤等）については、 

わかるように分別し（出来るだけ農薬の入っていた容器のまま）持ち込んで下さい。 

●ガラス瓶等は、運搬中割れないように注意してください。 

●運搬の際には、道路などに落下、又は飛散しないように充分気をつけてください。 

 

５．料金徴収方法  種類毎の重量に上記料金に基づき算出し、回収日の計量時に現金 

にて徴収いたします。 

 

６．委任状     廃農薬処理の委任状が必要となりますので、当日必ず印鑑を持参してください。  

 

 

廃農薬回収については、２年に１回となります。 
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持ち込む際の注意事項 

 

   ●農薬の処理料金は、箱及び容器を含めた重さとなります。 

●粉剤、粒剤などは混合せず、分別して持ち込んで下さい。 

●容器に入っているものは、そのままの状態で持ち込んで下さい。 

●毒物表示のあるもの（グラモキソン乳剤・クロールピクリン・有機水銀剤等）については、 

わかるように分別して（出来るだけ農薬の入っていた容器のまま）持ち込んで下さい。 

●ガラス瓶等は、運搬中割れないように注意してください。 

●運搬の際には、道路などに落下、又は飛散しないよう、充分気をつけて下さい。 

 

 

 

 

☆ お知らせ ☆ 
 

鹿屋市では、県の指針に従い、農薬使用の多い６月から９月までを「農薬適正使用

推進期間」として設定し、農薬の適正使用を推進しています。 

農薬を散布する時は、次のことに十分注意しましょう！！ 

○ 風のあるときは極力散布を控えましょう。 

○ かけたい作物だけに農薬がかかるよう、心がけましょう。 

○ 適正な圧力で、適正な量を散布しましょう。 

○ タンクやホースはきれいに洗浄しましょう。 

○ 近所の耕作者・住民と連絡を取りましょう。 

○ 農薬の使用基準を守りましょう。 

 

 

 

 

 

 


